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序　　　　　文

日本国政府は、タンザニア連合共和国政府の要請に基づき、同国のコースト州貧困農家小規模

園芸開発計画に係る開発調査を実施することを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施するこ

ととなりました。

当事業団は、本格調査に先立ち、本格調査の円滑かつ効果的な実施を図るため、平成 11年４月

５日から４月 18日の 14日間にわたり、名古屋大学大学院国際開発研究科教授　西村　美彦氏を団

長とする事前調査団を現地に派遣しました。

同調査団は、タンザニア国政府関係者との協議並びに現地踏査を行い、要請背景・内容などを

確認し、本格調査に関する実施細則（S/W）に署名しました。

本調査報告書は、本格調査実施に向け、参考資料として広く関係者に活用されることを願い、と

りまとめたものです。

終わりに、本調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 11年７月

国際協力事業団

理事　亀　若　　　誠
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第１章　事前調査の概要

１－１　目　的

タンザニア政府の要請に基づき、小規模農家、特に女性グループや青年グループを対象に、小

規模な園芸開発を通じて、貧困緩和の一助としての農家所得向上をめざすことを目的とする。な

お、小規模園芸農業開発計画（M/P）は、コースト州全域について、自然環境及び社会環境の観点か

ら園芸農業の現状を把握し、園芸開発ポテンシャルで分類を行い、それぞれの開発ポテンシャル

ごとに開発計画を策定する。そのなかから開発優先度の高い地区を選定し、フィージビリティ調

査（F/S）を実施する。

今回は、実施調査の実施細則（S/W）を協議、署名することを目的とした事前調査（S/W協議）であ

る。

１－２　プロジェクト名と先方実施機関

（1）プロジェクト名

日本名：タンザニア国コースト州貧困農家小規模園芸開発計画調査

英語名：The Study on the Small Scale Horticultural Development Project for Poverty

Alleviation to Farmers in Coast Region, the United Republic of Tanzania

（2）先方実施機関

日本名：コースト州政府

英語名：Coast Regional Commissioner's Office

１－３　調査団構成

本件事前調査団の構成メンバーは以下の表のとおりである。

団員氏名 担当業務 所　　　属

西村　美彦 総括／園芸 名古屋大学大学院国際開発研究科　教授

安藤　益夫 農業経済／市場流通
農林水産省東北農業試験場総合研究部

農村システム研究室　室長

稲葉　健司 農業・農村基盤 北海道庁釧路支庁農業振興部耕地課農村整備係　主任

山中　光二 環境／土壌
国際協力事業団国際協力総合研修所

国際協力専門員

正永　能久 調査企画
国際協力事業団農林水産開発調査部農業開発調査課

職員

（所属先及び役職は平成 11年４月現在）
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１－４　調査日程

本事前調査は、以下の日程で行われた。

月　日 曜日
調査日程

調　　査　　内　　容
（宿泊地）

4月 5日 月 （機内泊） SR169（成田 12：00→ ZURICH 17：25）

SR292（ZURICH 21：00 →

6日 火 （DAR ES SALAAM） → DAR ES SALAAM 7：35）

10：00 JICAタンザニア国事務所表敬

11：00 在タンザニア日本国大使館表敬

12：00 Ministry of Finance表敬

14：30 Ministry of Agriculture and Cooperative（PS／ CPM）表敬

7日 水 （DAR ES SALAAM） 11：30 Ministry of Agriculture and Cooperative表敬

13：00 Coast Regional Commissioner's Offce表敬

15：00 Ruvu Darajani地区視察

8日 木 （DAR ES SALAAM） 10：30 Bagamoyo District Commissioner's Office表敬

12：00 Bagamoyo Irrigation Development Project視察

9日 金 （DAR ES SALAAM） 09：00 Mwendapole村及び Mwanabwito村視察

10日 土 （DAR ES SALAAM） 09：00 Viziwa Ziwa村視察

11日 日 （DAR ES SALAAM） 資料整理

12日 月 （DAR ES SALAAM） 09：00 コースト州政府との S/W説明・協議（第 1回）

14：30 農業・協同組合省への S/W説明

13日 火 （DAR ES SALAAM） 09：00 S/W説明・協議（第 2回）

15：00 S/W説明・協議（第 3回）

14日 水 （DAR ES SALAAM） 08：00 資料収集

11：00 M/M協議及び S/W、M/M署名

15日 木 （DAR ES SALAAM） 08：00 資料収集

13：30 Mkuranga District視察

16日 金 （DAR ES SALAAM） 09：00 JICAタンザニア国事務所へ結果報告

11：00 在タンザニア日本国大使館へ結果報告

BA2066（DAR ES SALAAM 19：10→

17日 土 （機内泊） → LONDON 4：50）

NH202（LONDON 18：00→

18日 日 （機内泊） →成田 13：35）
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１－５　主な面会者

現地における主な面会者は以下のとおりである。

【在タンザニア日本国大使館】

佐藤　啓太郎 特命全権大使

田港　朝彦 二等書記官

【JICAタンザニア事務所】

中井　信也 所長

古川　光明 次長

二見　伸一郎 所員

Ms. Deborah G.Sungusia Assistant Programme Officer

【タンザニア国大蔵省（Ministry of Finance）】

Mr. Prosper J.Mbena Commissioner for External Finance

Mr. James S.Lugaganya

【タンザニア国・農業・協同組合省（Ministry of Agriculture and Cooperatives）】

Ms. Janet F.Bitegeko Acting Director, Planning & Policy Department

Dr. J.N.Melewas Acting Commissioner（Agriculture & Livestock Development）：

Ag.CALD

Mr. Sabuni.M.Mbaga Acting Assistant Commissioner（Crop Development）

Mr. A.H.Simba Acting Assistant Commissioner（Irrigation Development）

Mrs. Adah M.Mwasha National Horticulture Coordinator

Mr. R.S.Ishengoma Zonal Irrigation Engineer

【コースト州庁（Coast Region Commissioner's Office）】

Mr. Nicodemus Banduka Regional Commissioner（RC）

Mr. Lt.Col T.P.Magere Regional Administrative Secretary（RAS）

Mrs. E.P.ITANISA Acting Regional Administrative Secretary

Mr. R.S.Mongogwela Secretary to Regional Commissioner

Mr. A.H.Mwenkalley Regional Agriculture & Livestock Development Officer

（RALDO）
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【キバハ県庁（Kibaha District Commissioner's Office）】

Mrs. E.S.Mwasha Kibaha District Extension Officer

Mr. S.S.Kapalla Kibaha District Horticulturist

Mr. J.A.Maliyawatu Kibaha District Agriculture & Livestock Development

Officer

【バガモヨ県庁（Bagamoyo District Commissioner's Office）】

Mr. Fillemali Shelmtete District Commissioner

Mr. A.M.Msangi District Administrative Secretary

Mr. G.H.Kapilima B.I.D.P. Project Manager

Mr. Gideon Mwaseba Bagamoyo District Executive Director

Mr. Evarest Mafunguo Bagamoyo District Livestock Officer

Mr. R.Teggo Bagamoyo District Extension Officer

【そのほか】

前田　尚志 JICA専門家（バガモヨ灌漑農業開発計画）
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第２章　実施細則（S/W）協議概要

２－１　協議概要

先方機関コースト州政府及び農業・協同組合省と数度にわたって協議を行った。主な協議内容

は以下のとおりである。

（1）　当方より、農業・協同組合省を訪問し、本件の実施機関及び調査後の事業実施主体はコー

スト州政府か同省かを問いたところ、同省からは、既にタンザニア国において進められて

いる地方分権化政策にそって、開発事業の実施主体は州政府に移管しており、本件につい

ても州政府が実施機関でありかつ事業主体となることから、州政府と直接協議してほしい

との説明があった。しかしながら、州政府には、行政官しか配置されておらず、本件の技

術移転の対象となる技術者が限られていることから、当方より、州政府に対し、関係機関

の調整を行うとともに、農業・協同組合省と協力して C/Pの配置などを行う実施機関の役

割を果たすことを要請した。これに対し、州政府は、これを妥当として、州政府を関係各

機関に対する調整機関及び実施機関とすることに合意した。

（2）　当方より、本件調査の目的は、産地形成をめざした大規模な園芸開発ではなく、小規模

農家、特に女性や青年グループの所得向上を通じて、貧困緩和に資する小規模な園芸開発

を目的としたものであることを説明した。これに対し、先方は、大規模な開発では、施設

などの維持管理が技術的に困難であること、かつこれに多額の費用を要することを十分に

理解しており、州政府の実施する開発事業として不適切との認識を示し、当方から述べた

本件調査の目的の妥当性を確認し、これに合意した。

（3）　当方より、本件調査対象地区は、調査の効率性に配慮して、離島である Mafia District

を除く州全域とし、フェーズＩでは自然・社会経済環境から州の園芸農業の現状を区分し、

それぞれの区分に対して開発計画を立案するとともに、州全体に係る流通・普及などの開

発計画を立案する。フェーズⅡでは、選ばれた優先地区に対してのみ、F/Sを実施するとの

説明を行った。これに対し、先方から、調査の実施方法については問題ないと考えるが、

Mafia Districtを除外せず、州全体を対象として開発計画を立案してほしい。また、この

際には、Mafia District での調査は実際に現地踏査を行う必要はなく、既存データや同

Districtの普及員による情報収集で対応してほしいとの要請があった。これに対し、当方

は、これを了承し、調査対象地区に Mafia Districtを含めることで合意した。
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（4）　当方より、フェーズＩにおける IEEの結果によってはEIAを実施する必要があり、EIAは

州政府の責任で行うべきであると述べた。州政府からは、環境面への配慮の必要性及び重

要性については認めるが、州予算の都合から、州政府独自での実施は困難であり、日本側

による実施を検討してほしいとの要請があった。これに対し、当方はこの旨を日本側に伝

えることで合意した。

（5）　当方より、本件調査の効率的な実施のため、Steering Committeeの設置の必要性を説明

したところ、州政府もその必要性を認め、各レポート説明・協議時などに、同Committeeを

召集する旨了承した。

（6）　当方より、効率的な技術移転の観点から、実施調査団の各団員ごとに必要なカウンター

パートを配置するよう州政府に要請した。州政府はこの妥当性を認め、コースト州政府を

含む関係機関から責任を持って、カウンターパートを配置することで合意した。

（7）　州政府より、本件調査に係る高額な調査用資機材（車両、コピー機、パソコン、ファック

ス機）の実施調査団への提供が困難であり、日本側での用意を検討してほしい旨要請があっ

た。当方は、先方よりこの要請があったことを日本側に伝えることに合意した。

（8）　当方より、実施調査団が現地にて調査を実施するにあたり必要な設備を備えた事務所を

ダルエスサラーム及び調査地域内に提供するよう要請した。州政府からは、ダルエスサ

ラームの関係機関の建物内に空室は現在なく、事務所を提供するのは非常に困難である旨

説明があった。これに対し、当方は、ダルエスサラームの現状を考慮してダルエスサラー

ムでの事務所の提供が困難であることを認め、調査対象地域内（コースト州内）に州政府が

必要な調度品を備えた事務所を提供することで、双方合意した。

（9）　州政府より、当方に対し、効率的な技術移転の観点から、C/Pの本邦研修の要請があり、

当方はこの要請を日本側に通知することとした。

（10）　本件に関心を持つタンザニア国関係者や各国ドナーに対し、本計画内容を明らかにする

ことの重要性を双方で確認し、ファイナルレポートは公開扱いとすることで合意した。

（11）　本件調査のスムーズな実施のためのタンザニア国内関係機関からのカウンターパートの

選出や実施調査団のための事務所スペースの確保に時間を要することから、実施調査団が



- 7 -

現地入りする２か月前までに、実施調査団の人数と分野をコースト州政府に通知してほし

い旨要請があり、当方はこの妥当性を確認し、双方これに合意した。

２－２　実施細則（S/W）変更点概要

当初の実施細則（S/W）（案）からの主な変更点は以下の４点である。

（1）署名者

当初、先方の署名者として、農業・協同組合省の次官を想定し、必要があれば（本件の事業

実施主体であれば）コースト州政府の副知事を署名者として加えることを予定していた。しか

しながら、現在タンザニア国で進められている地方分権化の流れで、大規模な国家開発事業

以外は州もしくは県が事業実施主体となること、地方政府（州政府）も予算獲得においては中

央省庁と同じ権限を有していること及び省庁レベルの権限を持つ機関（本件では、農業・協同

組合省とコースト州政府）の署名が２つも必要ないことから、署名者としてコースト州副知事

のみとし、農業・協同組合省はウィットネスとしての署名を行った。

（2）調査計画名

当初本件の調査計画名の英名を「The Study on the Small Scale Horticultural

Development Project for Poverty-Farmers in Coast Region」としていたが、「Poverty-

Farmers」は英語の表現として適切でなく、正確には「Poor Farmers」と表現すべきとの意見が

あった。しかしながら、Poor Farmersの表現はあまりにも直接過ぎるとの意見もあり、最終

的には「Poverty Alleviation to Farmers」と変更した。なお、名称変更に伴う、本件調査

の目的に変更はない。

（3）調査方法

当初、本件調査において、既存の情報や現地調査結果から、あらかじめ園芸開発適地を選

定し、この地区についてのマスタープランを策定することとしていたが、本件がコースト州

の一般的な小規模農家を対象としたものであること、小規模な園芸農業がいたるところで実

施されていることから、コースト州全域についてのマスタープラン策定が必要と判断した。

そこで、コースト州全域を自然・社会経済的な指標で、園芸農業の現状を分類して、各分類

群ごとに開発計画を策定することとした。

（4）調査対象地域

当初、調査対象地区をコースト州としていたが、調査期間の関係で、Mafia Districtにつ
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いては離島であることから、効率的な調査が行えないという理由で調査対象地区から削除す

ることとしていた。しかしながら、先方から、計画としてはコースト州全域を対象として欲

しい旨が述べられた。また、先方からは、普及員を十分に活用して効率的な調査を行えば、

Mafia Districtを調査対象地区とすることが可能であり、マスタープラン調査レベルでは実

施調査団が実際にMafia Districtで調査を実施する必要がないとの説明があったため、調査

対象地区を Mafia Districtを含むコースト州全域とした。

２－３　協議議事録（M/M）記載内容の概略

先方機関との協議の結果、M/Mに記載した内容は以下のとおりである。

（1）　州政府は、関係機関の調整を行うと共に、農業・協同組合省と協力して実施機関の役割

を果たす。

（2）　本件調査の目的は、小規模農家、特に女性や青年グループの所得向上を通じて、貧困緩

和に資する小規模な園芸開発を目的としたものである。

（3）　調査対象地域はコースト州全域であり、フェーズＩではマスタープラン調査を行い、自

然・社会経済的条件に基づきコースト州における園芸農業の現状を分類する。フェーズⅡ

では選定した開発優先地区についてフィージビリティ調査を実施する。

（4）　フェーズＩにおけるIEEの結果必要があればフェーズⅡでEIAを実施するが、州予算の都

合から、州政府独自での実施は困難であり、日本側による実施を検討してほしいとの要請

があった。当方はこの旨を日本側に伝える。

（5）　本件調査の円滑かつ効率的な実施のため、Steering Committeeの設置の必要性を双方が

認め、調査開始前までにタンザニア国側が調整を行うこととした。また、各レポート説明・

協議時等に、同 Committeeを召集する旨了承した。（先方からは、本件に関連すると想定さ

れる同 Committeeの構成案が提示された。）

（6）　実施調査団の各団員ごとに必要な C/Pを関係機関から配置する。

（7）　州政府より、本件調査に係る高額な調査用資機材（車両、コピー機、パソコン、ファック

ス機）の実施調査団への提供が困難であり、日本側での用意を検討してほしい旨要請があっ
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た。当方は、先方よりこの要請があったことを日本側に伝える。

（8）　調査対象地域内に州政府が必要な調度品を備えた事務所を提供する。

（9）　州政府より、当方に対し、効率的な技術移転の観点から、C/Pの本邦研修の要請があり、

当方はこの要請を日本側に通知する。

（10）　ファイナルレポートは公開扱いとする。

（11）　実施調査団が現地入りする２か月前までに、日本側は実施調査団の人数と分野をコース

ト州政府に通知する。
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第３章　プロジェクトの背景

３－１　要請の背景と経緯

（1）　タンザニア国において、農業セクターは、ＧＤＰの約 50％、総輸出額の約 75％を占め、

また、労働人口の約 84％が従事しており、社会経済的にも重要な産業といえる。1996年に

農業・協同組合省が国会へ提出した農業政策においては、換金作物を始めとする農産物の

輸出増大による外貨獲得、新技術の開発・普及による土地・労働生産性の向上などととも

に、女性の土地、融資、教育、情報へのアクセスの推進を掲げている。

（2）　タンザニア国においては全土が、一般に７つの農業生態区分に分類されており、コース

ト州は、このうちの海岸性気候区分に属している。コースト州では、年間平均気温が28度、

年２回ある雨期によって年間 1,000mm前後の降雨がもたらされる。さらに、地理的には農

業生産物の一大消費地であるダルエスサラームを取り囲むように位置し、ダルエスサラー

ムへ通じるあらゆる幹線道路や鉄道が同州を横切っており、社会経済的にも極めて有利な

条件にある。このようにコースト州は、農業、特に園芸農業に対し非常に高い開発ポテン

シャルを備えており、現在もカシューナッツやココヤシを始めとする伝統的換金作物の栽

培が盛んである。

（3）　しかしながら、こうした伝統的換金作物は、国際市場価格に大きく左右されるうえに、近

年の国際価格の暴落により、農家にとってはもはや安定した収入源とはなりえなくなって

きている。また、ダルエスサラームに職を求める大量の人口流入によりコースト州の人口

密度は急増し、その結果職にあふれた貧困層が増大している。なお、1995年現在のコース

ト州農家一人当たりの年間収入は２万 4,149シリング（１ USドル＝約 510シリング）で、タ

ンザニア国の平均９万 8,403シリングに比べ、かなり低い状態にとどまっている。

（4）　このような状況のもと、タンザニア政府は、コースト州が持つ園芸農業の高いポテン

シャルと経験を活かし、国際市場価格に比較的左右されにくい非伝統的換金作物である野

菜や果物といった園芸作物の栽培振興を通じて、同州における貧困緩和の一助とすること

をめざしている。 実際、一部では青年グループによる野菜・花卉栽培が行われている地域

もあり、効果をあげている。

（5）　そこで、タンザニア政府は、平成10年９月に我が国に対して、既に園芸農業が営まれて

おり、かつ既存の有用な水資源が存在する同州バガモヨ県及びキバハ県のなかから開発ポ
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テンシャルの高いと判断した４つの地域（約 3,000ha）におけるフィージビリティ調査を要

請してきた。

３－２　タンザニア国の基本概況

タンザニア国は 1961 年に独立して以来、アフリカ諸国のなかでは独自の発展の道を歩んでき

た。独立当初、ニエレレ大統領が中心となり社会主義体制による国家建設を図り、この１段階と

して 1967年のアルーシャ宣言によりアフリカ型社会主義体制を導入した。この一環として、国家

の 80％以上を占める農産物を生産する農村においては、ウジャマー村政策が導入され村の集団化

が図られた。このように家族的共同体によるアフリカ社会主義を規範的理念とした国家建設を目

標としていたのである。しかし、1979年にはウガンダとの戦争が勃発し、この結果、血を流すこ

とは最小限に止まったものの、この戦争にかかわった経費負担は大きく、国家経済の悪化をもた

らした。さらに、1970年代の世界的な経済不況、ウジャマー村政策による集村化の混乱、産業の

集団化・国有化による生産力の低下などにより経済はますます悪化したのである。１党制に基づ

く国家体制が、1980年代後半までは国家を安定させるのに効果的に機能したものの、一方では、産

業の非効率な生産体制をもたらし、党幹部とそれ以外の人との間に経済的格差を生み出していっ

た。その後、国家経済の改善のために導入した構造調整による市場経済の影響、国内の民主化要

求などにより、この１党体制は 1992年を境に複数政党制へと移行することとなった。しかし、農

業開発政策の変換による農村での生産体制の弱体化や市場経済化の影響によって、村では若者を

中心として都市部への人口流出が始まり、現在においても、この状況は変わっていない。現在も

村のなかではかつてのウジャマー村の形態が名残をとどめているが、政府の財政難から村の行政

を担う人への給与不足／未払いにより業務が必ずしも円滑に機能しているとは言い難く、旧体制

を維持することは困難となっている。

政府によるマクロ経済政策として 1989年から実施されてた第２次経済復興計画に続き経済政策

大綱が策定された。これにそって、1993／ 1994年度には公共投資がローリングプランとして実施

された。この政策は 1995年に誕生した現ムカバ政権に引き継がれ、現政府による農業に関する政

策が 1996年に出された。このなかで、この政策の「究極の目標は主要な職業や生業を農業とする

人々の福祉の改善である」と規定して、次の９項目を達成目標として掲げている。

① 生産量の増大、品質の向上、流通の改善を通じて、国家の基本的な食糧を保障し、国民の

栄養水準を改善する。そのためには、食糧作物と畜産の成長率はそれぞれ４％と５％とな

る必要がある。食用作物の増産は、生産性の改善と栽培面積の拡大によって具体化する。畜

産成長のためには民間セクター参入を奨励する。

② 農畜産物の生産・加工・流通の改善によって所得の創出・増加を図り、農村地域の生活水
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準を向上させる。

③ 換金作物、畜産物、農業余剰産品、副産物などの生産振興と輸出増大によって、国家の外

貨獲得を増加する。

④ 国内工業に工芸作物、畜産、副産物、残渣物を含む原材料を生産・供給する。また、生産・

流通・加工の改良技術の採用によって生活水準の向上を図り、工業製品の市場としての農

業セクターの役割を拡大する。

⑤ 土地と労働生産性を高める新技術を開発・普及する。

⑥ 環境保全のために、土地、土壌、水、植生といった天然資源の総合的・持続的な利用管理

を図る。

⑦ 労働生産性の向上と能力・意識・モラルの改善のために、農業セクターの人的資源を開発

する。

⑧ 民間セクターでは効率的に行えない農業セクターへの支援サービスを提供する。

⑨ 特に女性への土地、融資、教育、情報のアクセスを推進する。

また、政府は構造調整融資を受け入れたことにより、地方分権化政策を導入した。今回調査団

がタンザニア国を訪れた時点で運用方針が決定したようであり、開発事業が地方で展開される場

合はその地方政府が責任官庁となり、中央政府はあくまでも協力体制を維持し、プロジェクトに

対し側面または技術的協力を行う方針に変更となった。地域開発は実質的に州／県政府が自主的

な運営を行い、中央は技術的アドバイスを提供するだけの役割となったのである。本件の位置づ

けを明確にするため、農業・協同組合省の行政図のなかで地方政府との関係を図３－１に示した。

以上からタンザニア国の現在の開発基本体制は旧社会主義体制から自由経済、民主主義への移

行期にあり、いかに旧社会主義体制の経済的、行政的負債を精算するか、また市場経自由化の中

でタンザニア国の経済をいかに立て直すかが大きな課題となっている。例えば、地域的格差（都市

と農村）、二重経済構造問題、インフォーマルセクターの問題、不正、汚職など多くの開発阻害要

因を抱えており、これらの解決には単なる経済的生産の問題解決のみならず、社会的体制を正常

な形にすることが求められている。そのためにも、従来の行政主体というよりは住民／農民から

の開発に取り組む体制を形成することが必要不可欠である。しかし、開発のなかで、いままでに

社会に対して投資しなければならなかった部分の欠落があまりにも大きく、復興は容易でない。

これは貧困層、絶対的貧困の数の多さでも分かるが、これらからの脱却には多くのエネルギーを

投入しなければ解決できないし、また村の活性化を中心とした地道な事業が今後重要視されてい

かなければならないことになる。道路などのインフラ整備の遅れ／悪さが経済活動を阻害し、経

済活動の遅れ／弱さが国家財政を悪化させ、その結果さらに貧困を生じさせるという悪循環を断ち

切ることが現在求められていると同時に住民による開発活動への参加が期待されるところである。
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第４章　調査対象地区の現況

４－１　自然環境及び社会環境

４－１－１　自然

コースト州はタンザニア国全土のなかではやや北側の東海岸地域に位置し、隣接する大都市

ダルエスサラームを囲んでいる。この州の北部で２河川（ワミ川とルブ川）、南部でルフィジ川

といった大きな３河川が西から東海岸へと同州を横切っており、地形的には海岸地域にかけて

広く低地をなす氾濫原と、内陸部のやや小高く隆起した丘陵地帯とからなっている。また、氾

濫原では肥沃な沖積土壌も見られるが、砂質の堆積し隆起した地域も多く、概して肥沃度は低

い。

タンザニア国の地質はほかのアフリカと同様に古い地層からなっていて先カンブリア期の珪

岩、緑泥岩などの堆積層、変成岩を主体として成り立っている。そこにキリマンジャロ山、メ

ルー山などの火山から生じた玄武岩、花崗岩などが西側に広がり、東側の海岸沿いには沖積土、

洪積土が見られる。肥沃度の高い火山灰土や沖積土が一部にみられるが、塩基を溶脱された肥

沃度の低いラテライト土などが全土の多くを占めている。この地形のなかでコースト州は東海

岸地域にあたり堆積土、沖積土が主流を占めているが、河川で堆積した砂質土では肥沃度が低

く、保水性の低い地域が見られる。

また植生を見るとコースト州では森林地帯が比較的多く見られるが、北部では一部草地が見

られ、南部では叢生林と耕作地がやや多く広がっている。事前調査で入手した２種の植生図が

あるが、これらは必ずしも一致していない。これらを図４－１及び図４－２に示した。コース

ト州の面積はタンザニア国全土の3.4％にあたる３万2,428km2で、このうち1,132km2は河川、池、

沼地などで占められている。タンザニア国全土は 88万 1,300km2の陸地部と６万 1,500km2の水域

部からなっていて、うち 23％が国立公園、動物保護区、森林保護区として保全されている。こ

のように比較的自然環境保護に力を入れてきているものの、開発とのバランスで必ずしも十分

な環境配慮がなされいるわけではなく、特に耕地の荒廃には十分な配慮が必要とされている。

今回、先方政府より開発調査実施の要請があった対象地域においては、自然環境保護としての

特別な規制はないが、調査対象地区をコースト州全域と変更したこともあり、環境に十分配慮

した計画にする必要がある。

タンザニア国の気候条件は赤道直下の地域に属するため熱帯性気候を示すが、山間山岳部に

ついては標高が上がるにしたがって気温が下がり、温暖から寒帯の気候を示す地域もある。低

地部に位置するダルエスサラームでは年間の平均気温が 23～ 27℃の範囲にあり大きな変動は示

さないが、内陸部において日格差は大きく、高地では平均気温がやや低くなる。また、降雨分

布を見ると内陸部で 600mmぐらいで国のなかでは最も乾燥が強く半乾燥地となっているのに対
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し、その両側の西と東の地域では 800～ 1,000mmとなっており 1,000mm前後の地域が一番多い。

また海岸地帯や南部の一部では 1,400mm以上の降雨があるところも存在する。降雨量以上に生活

や農業に影響を与える年間の降雨分布について述べると、赤道付近では雨期が２回、乾期が２

回現れるのが一般的であり、タンザニア国でも10月から12月にかけての小雨期と３月から５月

にかけての大雨期があり６～７月が一番厳しい乾期となっている。コースト州もほぼこれと同

様な形態を示すが年による変動が激しく、このパターンが一定していないのもこの地域の特徴

である。

世界銀行が地理的要素を基に自然条件を加味し、タンザニア国全土の農業生態区分概要表を

作成している。この区分によると、海岸、乾燥地、半乾燥地、台地、南部及び西部高地、北部

高地、沖積平地の７分類を行い地域の農業の特徴を掲げている。この分類に従うと、コースト

州は海岸地域と沖積平野に属すことになる（表４－１参照）。

自然条件と住民の貧困の度合いは土壌条件などの生産ファクターにおいて関係するといわれ

ており、一般的には、乾燥状態になればなるほど貧困の度合いが高いといわれている。タンザ

ニア国の場合も内陸部西部の州であるリンディ州、ルブマ州などは貧しい州であり降水量500mm

の乾燥地域である。また南部のシニャンガ州、キゴマ州なども貧しい州として上げられるが、こ

の場合はむしろ都市から遠方で、交通手段の不備などで僻地とされ、経済が発達していないこ

とによると考えられる。

４－１－２　社会

社会主義体制を経たタンザニア国社会では、農村はウジャマー村として発達し、いまもその

形を多く残している。ウジャマー村は森林、僻地に分散していた集落や農民を村に移住させ、集

団の共同農場を運営させることで農業の生産性、経済性を高めようとしたものであった。しか

しながら、社会主義や集団体制が逆に生産の非効率を生むことになり、世界的な経済不況と農

産物の価格の低迷、戦争による出費、国家財政の負債の増大とも相俟ってウジャマー計画は約

10年で中座してしまった。その後、市場経済型にシフトしたものの、タンザニア国の財務負債

は大きく、いかにこれを返済するかが開発の重要な第１歩となっている。このため政府は構造

調整を受け入れることで融資を受け、経済の立て直しを図っているが、その大半は利子分の支

払いに向けられ、実質的な投入は少なく、いまだに大きな変化が見られない。このような状況

において農村部では資金不足や不十分なインフラ施設のために生産体制がいまだ確立しておら

ず、村落も、一部では従来のウジャマー村の形態をとどめて現在にいたっている。停滞した村

からは若者たちが都市に職を求め出稼ぎに出たり、都会生活を求め都市に移り住んでいる。そ

のため都市は農村からの移動人口により急激な人口増加となり（表４－２参照）、十分な労働人

口を吸収することができず、またインフラ整備が追いつかず、インフォーマルセクターが増大
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している。一方、農村部では農業の担い手が減って、過疎化が進んではいるものの、土地に対

する人口圧の要因はないので自給耕作の形態が残存している。この反面、女性が農業へ従事す

る機会が増大し、耕作グループなどをつくり従来の父系社会における耕作権を女性も取得しは

じめている。このように都市の過密化と農村の過疎化という２つの地域問題はどこの国でも見

られる現象であるが、タンザニア国においてはまだ経済の動きが遅いため、農村が自給型社会

を保ってバランスを保っている段階である。しかし、この状態は経済の動きによって変わりつ

つあり、新しい動きも出てきている。

現在の農村社会とウジャマー村における村の組織から、村の社会を見てみることにする。

現在の農村の姿を見る場合、社会主義下の村として形成されたウジャマー村の影響を調べる

必要がある。ウジャマーとはスワヒリ語の家族共同体を意味し、ニエレレ大統領によってなさ

れたアリューシャ宣言で意味する「社会主義と農村」であった。この新しい体制には伝統的農村

形態をも含んでいたものの、強制的に移住させての体制作りであったため無理があった。ウ

ジャマー村は当時社会主義の 1党政治体制に基づいて成立してきたため、村の幹部は唯一の政

党 TANU（のちの CCM（革命党））の党員であるというのが資格条件であった。村長は選挙で選出さ

れるが、TANUの党員であり、議長として位置づけられ、村評議会の審議を司っている。また村

には党から別途派遣されている村事務局長がいるため実質的には２人の村長が存在したことに

なる。１人は党の中央から派遣された出向者であり、いま１人は選挙で選ばれた実質村長であ

る。しかし、現在では村事務局長に党からの資金・給与が配分されないため業務ができない状

態になっているところが多く、２人共に公務員ではないため、行政機構の面からは区長（Ward

Secretary）とその上の県長（Divisional Secretary）が業務を遂行し、これらが行政面の力を持っ

ている（図４－３及び図４－４）。

実際の農村社会は伝統的農村社会とウジャマー村との融合体として存在するところが多いが、

換金作物を中心に活発に栽培している地域では新しい社会体制となりつつある。ただこういっ

た地域はウジャマー政策の影響をあまり受けなかったという方が現実かもしれない。今回対象

となっているコースト州の農村はダルエスサラームの近くに位置し、ウジャマー政策が実施さ

れた地区であり、村での聴取からもウジャマー政策で移住してきたとの話を聞いた。また村に

おける民族構成も 100部族を越える村もあることから移住政策がかなり強力に行われたことを

物語っている。

吉田氏注１はクスマにおける土地所有の面から農村社会を分析している。これによると、農家

は家屋敷地を共有する拡大家族集団であり、家長（主人）を中心に妻、子供、娘婿、未亡人など

から構成されている。土地は家長が所有し長男が継承する。家屋敷地を一単位としたこの大家

注1 吉田昌夫（1997）　東アフリカ社会経済論－タンザニアを中心として
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族集団は自給自足ができる形態とシステムとを有していて、敷地を中心に住居、倉庫、家畜場

所などを持ち、畑作と家畜で生活を行っている。農作業は概して共同で行われるが一部には分

業が行なわれている。家長（主人）にしばしば複数の妻がいることがあり、この場合にはそれぞ

れの妻に家長（主人）から畑が配分される。家長（主人）より与えられた畑は妻が自分で自由に作

付けができるが、穀物を中心とする農作物や主要な換金作物（綿花、ラッカセイ）は家長（主人）

の責任管轄となる。

コースト州の農家も基本的にはこれと類似の形態を取っていて、父系家長の制度の慣習をも

ち、通常長男が土地を継承する。また従来の慣習から今も村に１、２割の割合で一夫多妻の家

が混在する。また一般に土地所有は女性には認められていないが、家長（主人）から配分された

妻の土地があり、ここでは妻が独自に野菜などを栽培することが許され、利益を自分の小遣い

として使用している。しかし、妻の得た収益のほとんどが自分の子供たちのために使われてい

るという調査結果も得ている。村の多くはウジャマー村として再形成されたものが多く、周辺

の土地や遠方から来た人が集まってできたため、多くの部族が村に見られる場合が多い。した

がって現在の村はウジャマー政策を受けた集団共同生産を求めた社会主義体制の形態を取る一

方、伝統的農村社会も血縁関係を中心とした集団社会でもあるため農村社会として特別大きな

変化があったわけでない。しかしながら、部族構成の変化、市場経済の導入による貧富の差な

どで従来と異なる形態となってきており、今後市場経済が村へ浸透するに従いさらに村社会は

変化するものと思われる。

４－２　農業の現状

タンザニア国は南緯１度から 11度 45分に位置する熱帯気候を示す地域であるが、標高でいえ

ば、海岸地帯の０ｍから内陸の 5,000ｍを越える地域もあり、気候としては低地の熱帯気候から

高地の冷涼気候まで、さらに西の乾燥地域から東の湿潤地域まで幅広い地理的、気候的ひろがり

を有している。そのため生産される作物も多種多様であり乾燥地、湿潤地域に適応した作物がみ

られると同時に旧大陸時代の古くから栽培されていた作物もみられる。食用作物栽培では、主食

となっているトウモロコシ、ソルガム、パールミレット、水稲などの穀類のほか、イモ類のキャッ

サバ、サツマイモ、ココヤムがあり、また食用バナナも重要なものとなっている。商品作物とし

てはコーヒー、綿花、紅茶、タバコ、カシューナッツ、除虫菊、サイザルなどが栽培されている。

なかでも現在、農産物の国際価格低迷にあって、米と野菜については国内の需要が高まっている。

表４－３（１）～（３）にタンザニア国の全土の農産物生産状況を示し、また表４－４に全土を４区

分してそれぞれの農業の特徴を示した。

農村における生産体制はニエレレ大統領の進めた農村社会主義運動の１つであるウジャマー政

策によって村落が形成され、グループをとおしての活動に期待がかかったものの、ウジャマー農
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場では生産性が低く集団化による生産では思ったような成果が上がらず 1980年代にはこの政策が

くずれてしまった。さらに国は大きな負債をかかえ、常に債務の返済に追われ経済成長は思うよ

うに進まなかった。農村もこの影響を受けて大きな投資がなされず、近代化への方向には進めず、

依然として伝統的な自給自足の農業を維持することになる。しかしながら、村の形成やグループ

活動の下地は今も村に残っていて、農作業形態に影響を及ぼしている。この状況下で今回の調査

対象となった東部のインド洋に面したコースト州は、ダルエスサラｰムに近いものの農業形態は依

然として伝統的農業が主流となっている。

４－２－１　農業

（1）コースト州の農業

コースト州はダルエスサラームに隣接する州であり大消費地を近くに控えているものの

州としてはあまり豊かではないと位置づけられている。これはキリマンジャロ山麓や北東

部の高地に比べ気候的に過酷であること、ルフィジ川とルブ川にはさまれた氾濫原にあり

常に洪水の危険にさらされているため農業地帯として、作物栽培が可能な高台のような限

られたところになってしまうことなどが要因となり、ほかの地域と比べ農業の発展が遅れ

ているからであると思われる。農村では自給自足型農業が営まれており、キャッサバ、ト

ウモロコシ、米の食用作物の生産を中心に換金作物としてカシューナッツ、綿花、パイナッ

プルなどのほか、マンゴー、トマトなどの栽培が見られる。これらの生産状況を次の表に

示す。主な農作物は次のとおりである。

水稲は 1994／ 1995年で栽培面積１万 5,000ha、州の生産量が５万 2,600ｔであった（表４

－５（１）及び（２））。また、トウモロコシは栽培面積１万 5,000ha、生産量が３万 5,800ｔ

であった（表４－６（１）及び（２））。ソルガムは1993／ 1994年で栽培面積２万8,400ha、生

産量は１万5,100ｔであり、キャッサバは６万haの栽培面積で47万 8,000ｔの生産量であっ

た（表４－７（１）及び（２）、表４－８（１）及び（２））。また換金作物ではカシューナッツ

が 10万 haを有し、ココナッツは８万 4,000haあると推定されている。綿花は 1994／ 1995

年で栽培面積 1,578haで 1,500ｔであった（表４－９（１）～（３））。

さらに園芸作物のうち 1996／ 1997年のデータによると、オレンジは栽培面積 880haで１

万 4,700ｔの生産量、パイナップルは 1,235haの栽培面積で２万ｔ、マンゴーは栽培面積

435ha、生産量５万 2,000ｔであり、トマトは栽培面積 412haで生産量は 8,800ｔであった

（表４－ 10（1）～（4））。

（2）コースト州の園芸

本案件についての先方政府から提出された要請書にある４地区はすべてルブ川の氾濫原
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にあり、雨期には池が形成されたり一部水没する地域もあるが水はある程度得られる。ま

た乾期には水位が下がるため池の水がなくなる地域もあるが地下水位は比較的浅いので浅

井戸で水が得られる。現在は、この水を利用した小規模の野菜栽培が行われている。一方、

州南東部は比較的降雨が多いために綿花、マンゴー、ココナッツ、バナナなどの果樹、永

年生作物などが多く植えられている。また中央部ではトマトなどの野菜が比較的多く栽培

されている。コースト州で栽培される野菜の種類はキャベツ、レタスを除き多様であるが、

モロゴロ産地におけるキャベツ、タマネギ、トマト中心の大規模栽培とは異なる。

同地区の農業は天水農業が主であり栽培は降雨と関係する。降水量の月別データで季節

を調べると３～５月が大雨期で11～ 12月が小雨期となっており、年２回の雨期が観測され

る。主要な作物栽培は小雨期にあたる 12～１月にかけて播種が行われ雨期が生育期となり

収穫が雨期の終わる５月となっている。この作付け体系を取るのが主食であるトウモロコ

シ、水稲、ソルガムであり、キャッサバは収穫期がもっと遅い。農家の聞き取りから栽培

時期を確認した。

① 水稲：１～２月播種、５月収穫（直播を行うが、補植は田植えとなる）

② トウモロコシ（２回栽培）：１回目（10月播種、１月収穫）、

２回目（６月播種、９月収穫）

③ ソルガム：１月播種、５～６月収穫

この作付け体系による作物の選択は水条件で変わってくるが、水条件がよければ水稲に

なり、やや水が足らないとトウモロコシになり、さらに水条件の悪い乾燥地域ではソルガ

ムが栽培されることになる。

またバナナなどは常時収穫が可能で、食用バナナとして重要な食糧となっている。その

他に永年生作物としてカシューナッツ、ココヤシがある。カシューナッツは今から40～ 50

年前に政府の指導で各農家に植えられ、今では貴重な農家の現金収入源となっている。し

かし工場が社会的な理由から閉鎖され、現在ではインド人ブローカーに生で安く売り渡し

ている。カシューナッツの多くはインドに輸出しているが以前は１次加工して出していた

のが、インドが生でしか買わなくなったため国内の工場がつぶれたとも言われている。し

かし実際のところは主として工場に集まるカシューナッツの収穫量が木の老木化のために

少なくなり操業できなくなったことが主な原因であると考えられている。いずれにしても

ウジャマー政策によって移転した農家のカシューナッツが放置されたままの状態にある。

また、ココヤシの木の管理は必ずしもよい状態ではなく樹木自体も老化しはじめ生産性の

ピークを過ぎたものもあり収量は低いようである。
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農家の経営は自給自足栽培が中心であり、１農家２～３エーカーの耕作面積である。こ

れは手農具による人力の家族労働で耕作できる面積であるといわれているが、ウジャマー

政策で 18歳以上の男子に 3.5エーカーが与えられたことにも由来しているものと思われる。

そのため多くの農家は自給生活をしていく最低限の状態であり、時によっては主食も十分

でないこともある。この状況で野菜は自給用としてだけでなく換金作物としても重要な位

置づけにある。現況の野菜栽培は３種の分類が可能と考える。

① 庭先畑菜園：農家の庭先畑で多くの種類の野菜が主に自給用として植えられる。

② 小規模グループ菜園：農民（婦人）グループを中心として小規模野菜園を集団で管理

し換金作物として販売する。

③ 商業用栽培菜園：すでに商業ベースで野菜を大規模栽培（約１ha）する個人農家が現

れており、今後このようなタイプの栽培が拡大するものと思われる。（例；ナスのブ

ラックビューティ種を大規模に栽培している。）

以下に、実際の農家における栽培状況を述べる。

ア Ruvu Darajani村

ルブ川に面した村で川の氾濫原を利用した農業が発達している。主な作物は水稲と

トウモロコシである。水稲は天水栽培で、小雨期のはじめに播種（11月に直播）を行い

３月までに根づかせ、生育を大雨期に合わせ５月に収穫する。トウモロコシは年２回

栽培可能であり小雨期栽培（10月植え）と大雨期終了直後の乾期栽培（６月植え）があ

る。園芸作物として、野菜類ではトマト、オクラ、カボチャ、キャベツ、ナス、ピー

マンなどが栽培されている。また果樹ではマンゴー、オレンジが栽培されている。こ

れらは現金収入源として重要な位置を占め、特にトマト、オクラは高く売れるという

ことであった。栽培上の問題は雨期の病虫害と乾期の水である。ルブ川の水利用が考

えられるが、乾期の９、10月には川の水位が低くなり、岸には水がなくなる。通常は

氾濫でできる池から水汲みをしてバケツで灌水している。このため渇水期の水の確保

が重要な課題となっている。

イ Mwanabito村

幹線道路から約10km奥に入った村であり、ウジャマー政策で人口が増えた固定村で

ある。主要作物は水稲、トウモロコシ、ソルガムで、キャッサバはイノシシの被害に

遭うため栽培しないという。このほかに野菜を作り、カシューナッツで現金収入を得

ている。水稲の栽培は１月から３月にかけて直播し雨期に生育させ６月に収穫する。
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トウモロコシは大雨期明けの残水を利用する６月播種と小雨期に合わせた 10月播種の

２回の栽培が行われている。ソルガムは１月播種の１回だけである。野菜栽培は平均

３エーカーの農地のうち１エーカーを野菜栽培に当てる。栽培時期は雨期明けの６、

７月に苗を定植し、９、10月ごろまでに収穫する。

したがって問題は灌水であり、この村には池が４箇所あることから、ここからの水

の利用が望まれている。野菜栽培は個人とグループとがあるがこの村ではグループに

よる栽培が重視され、特に女性の働きが重要である。また女性にとっては自分の現金

収入になることで活動が熱心であるともいえる。しかし、販売に関してはまだ集団化

のメリットが発現しておらず個々的に販売しているだけであり、将来計画出荷の集団

化を図ればさらに野菜栽培が発達するものと思われる。野菜は高収入のオクラ、トマ

トが中心であるが、庭先畑栽培ではアマランサス、ナス、ササゲ（カウピー）、カボチャ

などが栽培されている。

ウ Mwendapole村

幹線道路に面している地の利のよい村である。村の 300世帯のうち専業農家は 70％

とほかの村に比べ副業が多い。主要作物はキャッサバ、トウモロコシ、水稲であるが、

キャッサバ、トウモロコシは混作されることが多い。労働力不足のため食用作物は十

分栽培されず、不足の状態にあり他から購入している。特に降雨では10～ 12月の小雨

期が最近はっきり現れず、トウモロコシの作付けを狂わせている。しかし農家は換金

作物栽培に重点を置きはじめており他の農村よりも資本の投入が多いように思われる。

カシューナッツ、オイルパームなども換金作物、工芸作物として導入されている。園

芸では女性グループが既にあるドナーの援助を受けて活動を実施している。活動の内

容は個人の仕事の補償（仕事ができなかった人へのグループ対応）、情報交換と手助け

など、栽培と販売に分けられる。また、販売の売り上げはグループで貯金し、栽培終

了後にメンバーで精算する。栽培作物はトマト、オクラ、アバジン、キュウリ、スイ

カ、ナスで、とくにトマト、キュウリは収益率が高い。さらに女性グループのほかの

活動としてコンロ普及、鶏卵生産、牛乳生産、パン焼き講座、料理講座など多くを手

掛けている。

エ Viziwa ziwa村

この村は 330世帯 1,600人で幹線道路から約 10km奥に入った所に位置している。食

用作物は水稲、ソルガム、トウモロコシ、キャッサバで主食の中心はキャッサバとなっ

ている。彼らから日常の食事を聞き取り調査しても、朝食は茹でたキャッサバとお茶、
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昼食にキャッサバとウガリ（ugari）、夕食もキャッサバとウガリでありキャッサバが食

卓の中心となっていることがわかる。したがってほかのウガリ中心の村よりより貧し

いかトウモロコシのような穀類が作り難い土地であることが考える。この主食の自給

率もぎりぎりのところであることは農民や主婦の会話のなかで察しられる。この状況

で現金収入源となるのは野菜、カシューナッツ、オレンジ栽培であり、一部（約40人）

労働者としての出稼ぎ、炭焼きなどがある。したがって野菜栽培は継続性のある重要

な村の収入源であることが分かる。この栽培は水稲の裏作として乾期に実施される。

12月から６月までの大雨期を中心に高台でキャッサバ、トウモロコシを栽培し、低地

で水稲を栽培する。野菜は７月から12月までの時期で、水が得られやすい低地の水田

を利用して栽培される。主に栽培している野菜はトマト、オクラ、キュウリ、ピーマ

ン、アマランサス、ナスなどである。このなかではナス、キュウリ、トマトが高く売

れ、ナスは一部周年栽培している。肥料は鶏糞（500シリング／ 50kg）、牛糞（700シリ

ング／ 50kg）を購入し基肥として施用し、追肥には尿素を用いている。また消毒もボ

ルドー系統の殺菌剤を使用している。普及員が月１回訪れることもあって、栽培の形

態はでき上がっている。栽培者は約 150人で、そのなかには10～ 20人で栽培グループ

をつくり活動を行っているのが６グループある。グループ活動は会計上、独立してお

り土地の賃貸料（２万～３万シリング／エーカー）をはじめとし、共同必要経費を差し

引いた売り上げからの利益を構成員で分配している。ただし市場から遠いため流通に

かかる経費も多く、圃場から幹線道路まで 1,500シリング／袋（50～ 60kg）また幹線道

路から市場まで 1,600シリング／袋（荷造り料 200シリング、運賃料 700シリング、積

み下ろし料 200シリング、市場運搬料 200シリング、市場利用料 300シリング）の経費

がかかり、値段のよいキュウリの売り値でも6,000～１万 5,000シリング／袋と比べて

もこれが大きな比重を占めていることが分かる。現在営農活動に必要としているもの

について調査をした結果、鋤、鍬といった農具をはじめ、小型ポンプ、消毒器、如雨

露、種子、肥料、運搬手段、マーケットシステムなどが上げられた。特に園芸作物は

乾期栽培となるので水の問題は重要で、現在９つある池のうち２つは乾期でも涸れあ

がらないのでこの水の利用は将来この村の園芸開発にとって重要となろう。

オ Mukuranga県の村

この村はムクランガ県事務所近くで幹線道路から１～２km奥に入った村でまわりに

はココナッツ、カシューナッツ、マンゴーなどが生い茂る比較的降雨の多い地域であ

る。果物の多くはこの地域から出荷（55％）されているといわれている。しかし生産量

に比べ流通インフラが貧弱で、貯蔵庫、道路の整備が望まれている。主な作物は食用
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作物としてキャッサバ、トウモロコシ、換金作物としてカシューナッツ、ココヤシ、パ

イナップル、オレンジが上げられる。

ここでは、野菜栽培も行われているが果樹にくらべ大都市に出荷するほどの規模に

はなっておらず、ほとんど自給用、ローカル市場用である。１部落を訪ね栽培の実態

を調べた。村にはバレーといわれる低地部に池を掘りこの水を生活用水、灌漑用水に

利用している。１池28人が利用する規模であり乾期に水位は下がるが涸れることはな

いということであった。このバレーにおける栽培はサツマイモ＋野菜栽培のローテー

ションが行われておりイモは畝立てをしたところに挿し木し、野菜を栽培する時はこ

れを平畝にして栽培する。作業は主に女性によって実施され、イモは雨期に栽培し、野

菜は乾期に栽培する。このバレーから上の畑では多くの野菜、果樹が混作される。今

回観察した主な作物を上げてみるとラッカセイ、トウモロコシ、サトウキビ、サツマ

イモ、キャッサバ、ココヤム、ササゲ、カボチャ、トウガラシ、ナス、トマト、オク

ラ、アマランサス、パイナップル、パパイヤ、パッションフルーツ、バナナ、オイル

パーム、ライムなど多くの作物が見られ、自給用に供している。また果物の一部は加

工用に向けられ、これら加工は女性グループの活動の１つとなっている。主なものは

マンゴーピックルス、トマトソース、ジャム、ワイン（バナナ、パイナップル）、ジュー

ス（オレンジ、タンジェリン、パッションフルーツ）などである。１農家の栽培面積は

２～３エーカーでありすべて人力で行っている。

カ バガモヨ灌漑農業普及計画

ルブ川の河口付近に広がる氾濫原を利用して水稲栽培の開発を図るための小規模灌

漑を目的としたプロジェクトで現在 40haが造成されて、30haが 120農家に配分されて

いる。このプロジェクトで水田裏作として野菜の導入が行われた。栽培においては土

壌が肥えているため熱帯のほとんどの野菜は栽培可能であるが病虫害、流通、市場の

問題が大きい。数年後、現在工事中のダルエスサラームまでの道が開通すればこの問

題の一部は解決するであろう。いずれにしろ水田裏作野菜栽培の情報を有しているの

で今後の小規模野菜栽培技術を実施するために参考となると思われる。

キ 園芸専業農家

キバハ県地方事務所近くの村では個人経営で野菜、果物を専業に栽培している農家

が出現している。その１農家はナスの大型品種であるブラックビューティを大規模

（約１ha）に栽培している。鶏糞を使用したり、仕立て方も合理的で技術がしっかりし

ており、よい収量をあげている。また労働者を雇って経営をしている点で今後増えて
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くる形態と思われる。またパッションフルーツについても個人経営の農家が大規模に

棚吊り栽培を行っている。この青果物はジュース工場に出荷するものである。このよ

うに徐々にではあるが園芸の専業農家が育ちつつあることは今後の農村における農業

形態を変えるものと思われる。

ク ほかの地域における情報

ここで上記の地域とほぼ類似な点があると思われるコースト州南部のルフィジ県で

吉田氏が実施した詳しい農村調査結果注1がある。本計画の参考になるのでこのデータ

をもとにこの地域の営農をまとめてみたい。

（ｱ）農家の特徴

農家の平均労働力は80サンプルの農家から 2.9人となっている（表４－ 11（１））。

世帯数は４～５人が一番多く３分の１を占め、２～３人もほぼ同等に多く５人まで

が85％以上を占め、平均で4.7人と比較的少ない（表４－11（２））。理由としてウジャ

マー政策による核家族化、また若者の村離れなどが上げられている。また農地の過

不足を知るために農地保有地片数を調べた結果平均で 2.1とそれ程大きくないこと

からまだ農地の分散化、細分化が進んでいないことを示すものであり、十分に耕作

地のあることが伺われる。また今回の調査でも分かったのであるが農具、機械の数、

種類が少ないことが上げられる。そこで、吉田氏の調査による農具、漁具（漁業も一

部行われている）の農家当たりの所有状況を調べた結果を示す（表４－ 11（３））。こ

れによると農具としては鍬と山刀しかないことが分かる。したがって農業は手作業

による小規模農業であることが判明した。

（ｲ）作付け体系と営農

ルフィジ地区の農業は河川の洪水と深く関係している。大洪水による耕地の冠水、

少水量による旱魃など安定した作柄を得ることは大変である。ここでの基本作付け

は［イネ＋トウモロコシ＋ワタ］システムであるとしている。月別降水量と作付け体

系を図４－５、図４－６に示した。また労働投入形態を上流地域と下流地域とに分

けて作物別に調べたものを図４－７（１）及び（２）に、また季節別労働主体別労働投

下時間を表４－12（１）及び（２）に示した。これにより女性の労働力の重要性が確認

できる。
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ケ　園芸育苗訓練センター（Mwendapole training center）

本センターは、州の園芸発展を目的として州における農民に対する園芸の苗木、種

子の配布、普及のセンターとして作られた。また価値の高い作物を導入する際に必要

な技術などを農民に訓練するセンターとしての役目も担っていた。しかしながら運営

費の欠如などの財政上の問題で1993年から活動を停止している。種子、苗木などの売

り上げ金が中央政府に納付されるだけで、州からは何ら予算が当てられないため、こ

れを運営する資金が枯渇してしまったとの説明があった。現在は事務所兼倉庫の建物

が１棟と圃場が約20haで１つの井戸を有しているという状態である。将来この施設を

利用して園芸の開発普及を実施することも考慮する必要があろう。

（3）調査からのまとめと問題点

本事前調査で訪問した村の農業、野菜栽培に関して要約する。

対象地区の農家は貧しいと言われており、国道から離れるほど村は文明的な要素から離

れてしまうことは確かである。特に天水依存の畑作地帯の村は稲作農家に比べ貧しい。そ

のなかで村は自給生活を営む形態となっていて、主食のトウモロコシ、ソルガム、キャッ

サバ、バナナの栽培を行っている。昔植えたカシューナッツからの収益やオレンジ、マン

ゴーなどの果実が唯一の現金収入源となっている。また村のいくつかは農民グループによ

り小規模に野菜が栽培されている。

現地の野菜栽培は雨期作と乾期作とに分けられる。雨期は局地的に大雨が降るが、概し

てじめじめした降り方でないので湿度が常に高くなることはなく比較的栽培しやすい。し

かし、出荷を考えると幹線道路から奥地に位置する農家では、未舗装の道路が雨でぬかる

んで、運搬、流通上問題がある。また乾期は水の問題が大きく、特に７月～ 10月にかけて

は乾期の最中であり高温、水不足が栽培の阻害要因となる。

本地域は高温地帯であり栽培できる野菜も限られる。また、周辺野菜生産地域との競合

をさけなければならない。当面開発の対象となる野菜の検討項目は次のようなものになろ

う。

ア 栽培に関して

（ア） 対象野菜の選択

－トマト、キュウリ、ナスなどの果菜類は値段が比較的よい。

－スイカは値段のよい季節を選ぶ必要性がある。

－メロンは栽培がむずかしいが値段がよいので、品種、技術を選べば可能である。

－葉菜類は低地では栽培がむずかしいが耐暑性の半結球レタスなどは可能性があ
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る。

（イ） 最適栽培体系

（ウ） 乾期作、雨期作に合った栽培技術の確立

（エ） 水稲栽培の裏作として園芸作物栽培導入

（オ） 肥料、農薬の問題

肥料は購入可能であるが高価なので堆肥などの有機肥料を重視する。

すでに鶏糞を導入している農家もいるので今後家畜との複合農業を考慮する必要

がある。

イ 乾期の水の確保

天然池、河川の水利用

井戸の試掘

小規模タンクの設置

ウ 販売と輸送

販売方法の検討（仲買人、集団出荷）

輸送手段の検討（例；リヤカーの利用）

エ マーケッティングと貯蔵の検討

ダルエスサラームにおける価格変化

オ 農産加工の可能性

４－２－２　農業経済／市場流通

（1）農家経営の現状と問題点

ア 貧困の実態について

タンザニア国は東アフリカ諸国のなかで最も貧しい国であるといわれている。コース

ト州はそのなかにあってもさらに一層貧困問題が深刻であり、表４－13によると同国 20

州のなかで最下位にある注2。しかもその水準は２万 2,624シリングと格段に低い。一方

コースト州の絶対的貧困ライン（１人当たり１年間の支出３万 1,000 シリング＝ 152 ド

注2 “COAST REGION SOCIO-ECONOMIC PROFILE” 1997. THE PLANNING COMMISSION and REGIONAL COMMISSIONER’S
OFFICE COAST
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ル）以下人口比率は 38.4％で、この水準は 20州中 11番目にランクされる注3。このように

貧困の程度は統計数字によって若干の違いがあり、同州における貧困水準を正確に把握

するのは難しい。しかし、同州より内陸でダルエスサラームより遠隔の諸州（タンガ、モ

ロゴロ、イリンガ、アルーシャ、キリマンジャロ）より貧困であることは確かである。

貧困の要因には国内総生産の過半を占める農業の生産力やそれに基づく農業所得が決

定的影響力をもつ。例えば土壌の肥沃度や適度な雨量などの自然的条件、道路整備状況

などの市場アクセス性、換金作物の定着性、さらには農業労働力保有を規定する世帯員

構成等々が上げられる。例えばアルーシャや首都モロゴロでは道路が比較的整備されて

おり、またキリマンジャロはケニアと隣接しているという立地に恵まれており、こうし

た市場アクセス上の有利性がこれらの諸州の貧困をあまり深刻にさせていないと考えら

れる。さらに女性世帯主の場合には農業労働力が少ないなどの理由によって、男性世帯

主の農家に比べて所得水準が低い傾向にあると言われている。今回の事前調査ではコー

スト州の貧困がどのような要因に強く規定されているのかを明らかにすることはできな

かったが、同州の貧困要因の解明は本計画の実効性を高める上では不可欠な確認作業と

いえる。

イ 農業経営

今回の現地聞き取り調査によると、コースト州の農家一戸当たり平均耕作規模は２～

３エーカー（80～ 120ａ）である。これは夫婦二人の基幹労働力と場合によっては子供の

補助労働力が加わるという労働力構成によって耕せる規模である。そしてこの規模は表

４－ 14に見るとおり、Masika（Long rain）期と Vuli（Short rain）期を合わせた統計数

字上の作付面積にほぼ符合する（表４－ 24の Pwani／ DESの項にコースト州が属する）。

このコースト州の平均耕作規模は、タンザニア国全体の平均（1.44ha）の約６割にすぎず、

州別では下位より６番目にランクされるほどの小規模である。本計画の対象作物である

野菜などはその一部（10～ 50ａ程度）に作付けられている。

またコースト州の土地利用は、表４－ 15に見るようにほかの州とは異なって特徴的な

傾向を示している。つまり Masika期ではほとんどの州が２～３作物の混作を行っている

のに対して、コースト州では圧倒的に単作の傾向が強く、一方 Vuli期では他州とは対照

的に２作物を混作する農家が大半である。こうしたコースト州における特徴的土地利用

の背景が、今後の調査によって明らかにされることが期待される。

注3 The United Republic of Tanzania, Population and Human Resource Division, Eastern Africa W.B.
1993 Tanzania A Poverty Profile
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農産物の販売については、表４－ 16からわかるように、キリマンジャロ州やドドマ州

やリンディ州などが協同組合や商人への販売率が高いのに対し、コースト州は首都ダル

エスサラームの隣接州という立地にもかかわらず、商人や中央市場への販売率が低く、

自給的農業生産農家率が相対的に高い。大都市近郊のコースト州が何故市場出荷向けの

農業生産を展開してこなかったかについては、今後解明すべき重要な課題である。

農業経営における女性の貢献は甚大である。図４－８をみればわかるように耕耘

（Tilling）・播種（Sowing）・除草（Weeding）・刈取（Harvesting）の主要作業に対する従事

度が高く、各作業の半分以上を女性が担っている農家率は 80％～ 90％にも及ぶ。とこ

ろが、こうした農作業の貢献のわりには、販売（Marketing）への参加が低いことも合わせ

て指摘しておかねばならない。この作業労働に対する貢献の高さと販売などの管理労働

に対する貢献の低さとのアンバランスは、農家における女性の社会的地位を端的に示す

ものである。つまり農家の経営権は男性に掌握されており、女性は生産物の販路決定は

もちろん販売収入の使途等の重要な意思決定に参加し難い現実が如実に示されている。

いわば単なる作業労働者、あるいは「角のない牛」としての存在でしかないのである。本

計画の目的は「貧困」対策であり、その主要なターゲットとして「女性グループ」を想定し

ている。しかし以上のような女性の置かれた立場からすれば、野菜などの販売収入が直

接女性に裨益する可能性は少ないと言わざるを得ない。したがって女性グループへの土

地利用権設定、女性グループへの直接的支援体制の確立などの何らかの工夫が求められ

る。

ウ 果樹・野菜生産の現状と問題点　－コースト州の位置－

園芸関係の統計データが十分に入手できなかったこともあり、果樹・野菜に関する需

給動向を正確に把握することは困難であった。ここではとりあえずタンザニア国農業・

協同組合省の報告書及び現地調査で得たデータをもとに園芸作物の現状と問題点を指摘

しておきたい。

図４－９、図４－ 10に示されているように、タンザニア国では1990年代に入って果樹

や野菜の生産が上昇傾向にある。果樹ではオレンジやバナナ、野菜ではキャベツやトマ

トの伸びが顕著である。手持ちデータの範囲内で各作物別・州別の生産動向を見ておき

たい（図４－ 11（１）～（５）参照）。オレンジでは年次変動が大きいものの、タンガ州が

一大産地であることがわかる。またモロゴロ、コースト両州も近年着実な伸びを示して

いる。同様にマンゴについてもタンガ州は一大産地を誇っており、量は少ないがモロゴ

ロ、コースト両州も健闘している。野菜でもトマトとキャベツにおいて、タンガ州は一

大産地の地位にあり、それにモロゴロ州が近年迫りつつある。一方コースト州はトマト
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において着実な伸びを示していることが注目される。タマネギはモロゴロ州が 1993年以

降著しい伸びを示し、今や一大産地として成長している。

以上のように、コースト州より内陸の隣接地帯であるタンガ州やモロゴロ州が一大園

芸産地として成長してきたのに対し、コースト州はいまだダルエスサラームへの近接性

や幹線道路沿いの交通条件などの有利性を十分に生かしきれないまま、小規模新興産地

としての地位にとどまっている。ただ、図４－ 12に示したように近年同州ではパイナッ

プル、オレンジ、トマトの生産が伸びるとともに、ナス、オクラ、キュウリなどの野菜

生産も活発化している。今後大都市近郊としての恵まれた立地条件を生かした産地形成

が期待されるところである。

（2）流通の現状と問題点

ア コースト州における流通形態

４地区（Mwanabwito, Mwendapole, Ruvu Darajani, Viziwa ziwa）の現地調査から得

た情報を整理すると、生産者側からみた流通は以下の３つのパターンに分けられる。

（ｱ）　卸売業者あるいは仲介業者（Wholesalerまたは Middleman）が農村へ出向き、農家か

ら直接農産物を買い取り、消費市場（ダルエスサラーム）へ運搬する。この場合、業

者は一定量の農産物を集荷するために数多くの小規模農家と個別相対取引をしなけ

ればならず、その時間と労力は甚大である。一方、農家側からみれば小規模な出荷

単位ゆえに、商人との価格交渉力の点で劣位の立場におかれる。

生産農家→←仲介業者� （小売業者）→消費者�

仲介業者�

（ｲ）　農家が運送業者を使って農産物を消費市場（ダルエスサラーム）へ持ち込む。この

際、運搬効率化のために積み荷の共同化がなされる。舗装された幹線道路沿いの村

では直接トラックによる運搬だけで済むが、幹線道路から離れた村では、幹線道路

までの運搬費をさらに負担しなければならない。ちなみに現地調査地での２～３事

例では、１ケース（60～ 80kg）当たりの運搬費は圃場～幹線道路の集荷地点が 1,000

～ 1,500シリング、幹線道路～ダルエスサラームが1,500～ 1,600シリングであった。

こうした費用は表４－ 17にあるように農家にとっては大きな負担であり、所得増加

に対する最大の制約となっている。
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生産農家� ←仲介業者→（小売業者）→消費者�

運搬業者�

（ｳ）　農家自らが地元市場（Local Market）で販売したり、地元の小売業者に販売する。

生産者と消費者が直接的に結びつく最もプリミティブな流通形態である。運搬費も

ほとんどかからないが、消費市場が狭隘なために販売価格が低い。Mwanabwitoの事

例では、１ケース（80kg程度）のトマトがダルエスサラームでは２万 5,000シリング

で売れるが、地元では１万 7,000シリングでしかないという。

生産農家� ←消費者�

イ 流通上の問題点

上記の流通実態を念頭に置きながら、以下では今後の展開にとって問題となる点を幾

つか列挙しておきたい。

（ｱ）道路条件の劣悪性

タンザニア国における道路交通条件は、幹線道路以外は極めて劣悪な状況にある。

このことによって表４－ 17 に示したように生産流通経費に占める運搬費の比率が 20

～ 40％にも及び、農産物価格を押し上げている。同時に農薬・肥料等の投入資材運搬

コストも押し上げる結果となっていることも見逃すことができず、劣悪な道路事情は

産出・投入両面から農家経営を圧迫している。それのみならず雨期には通行不能な箇

所が出現し、物流そのものが遮断されることもある。今後の野菜・果樹の展開にとっ

て、社会的インフラの未整備が最大のネックになることが予想される。

（ｲ）生産・出荷単位の零細性

前節の農業経営の項で述べたように、コースト州農家一戸当たりの平均耕作規模は

２～３エーカー（80～ 120ａ）であり、その一部（10～ 50ａ程度）に野菜が作付けられ

ている。したがって個別農家レベルでの生産・出荷規模は流通上非効率であるととも

に、仲介業者などとの価格交渉力の点でも問題がある。

（ｳ）価格の不安定性

野菜・果樹は生鮮性を商品特性とするために本来的に価格変動は避けられない。と
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ころがタンザニア国ではそれ以外にも幾つかの変動要因があり、価格の不安定が増幅

されている。１つには雨期乾期等の季節変動に伴う供給量の変動であり、これは貯蔵

施設の不備が相俟って変動幅を大きくする。また流通情報の欠如やあるいは偏在して

いる状況のなかで売買取引が個別相対で零細かつ分散的に行われていることも価格不

安定の要因となっている。これらのことは農家所得の不安定性に直結し、園芸作物定

着の阻害になる。

（ｴ）荷造り・包装の不適切性

野菜・果樹などの運搬にはココヤシの葉や竹で編んだかご（Sackあるいは Basket）が

一般に使われている。これは人力でしかも近距離の運搬に適したものであり、しかも

簡単に作れてコストもかからないというメリットがある。しかし今後ダルエスサラー

ムへの出荷を考えると、劣悪な道路事情による荷痛みや直射日光などによる日持ちの

悪さなどが問題となり、早晩荷造り包装材料の見直しが求められる。

４－２－３　農業・農村基盤

（1）自然条件

コースト州はタンザニア国東部のインド洋岸に位置する。また、事実上の首都ダルエス

サラーム市を取り囲む形になっているため、ダルエスサラームから各地へ延びる幹線道路

がコースト州を通過している。

図４－ 13はコースト州都キバハにおける 1964年から 1985年までの各月の平均降水量で

ある。図４－ 13からは一年に２回の雨期があり、その期間は大雨期が３月から５月まで、

小雨期が 10月から 12月までであることが分かる。この期間の年間雨量の平均は992mmであ

る。

また、コースト州ではルヴ川、ワミ川、ルフィジ川の３つの大河川が海に流入する。ま

た、図４－ 13にはキバハ近郊ムランディジにおける 1958年から 1993年までのルヴ川の各

月の平均流量を示している。河川流量は４月から５月にかけて多く、７月から 10月にかけ

ては少ないことが分かる。

図４－ 14はキバハにおける 1975年から 1992年までの各月の平均気温である。気温は１

月から３月にかけて高く、最高気温は 32℃ほどであり、６月から９月にかけて低く最低気

温は 19℃程である。また、湿度は年間を通して高く年平均で 62％程である。

（2）農業生産基盤

今回調査した Ruvu Darajani、Mwanabwito、Mwendapole、Viziwa ziwa、Mkurangaの５村
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における一軒の農家が耕作する面積はどの村でも大体同じで２～３エーカー（0 . 8 1 ～

1.21ha）である。これは、農業機械を使わずに家族で耕作でき、家族を養っていける経営規

模であろう。また、各村にはいくつかの共同作業グループが存在し、農作業の共同化や農

薬・肥料の共同購入、作物の出荷の共同化などを行っている。グループにおいては、女性

が労働の中心的な役割を担っている場合が多い。園芸農業の導入を考えるうえでこれらの

グループのメンバー構成・各人の役割分担・グループの目的の把握を行いグループごとを

１つの単位として考えて行くことも必要である。

調査した５村においては取水口、用水路、井戸などの灌漑施設は存在しなかった。バケ

ツに水をくんで池や川から水を運搬し畑にかけている人も見られたが遠く離れた水源から

人力で水を運ぶ作業は相当に負担が大きく、意欲と体力に勝る限られた農家以外には不可

能な灌漑方法である。

ここで既存資料より灌漑の必要性について考えてみる。図４－15にドドマにおける1992

年から 1997年までの主要作物の単位面積当たりの収量を示す（BASIC DATA AGRICULTURE AND

LIVESTOCK SECTOR　農業・協同組合省 1998年発行による）。これによると、水稲、マメ類、

バナナにおいては年による収量の変化はあまり見られないが、トウモロコシ、ソルガム、ア

ワ、サツマイモでは変化が見られた。そのうち、トウモロコシ、ソルガム、サツマイモに

ついては1996年の収量が最も多い。図４－ 16からこの年は年間雨量が最も多い年であるこ

とが分かる。このことから、雨量が作物の収量と関係していることが分かる。

次に、キバハにおける気象データから、月ごとの畑の水収支について考える。

蒸発散比は地域や作物により異なり、大体 0.8～ 1.2の間の値をとるが、今回灌漑の必要

性を考えるうえでは蒸発散量が少ない圃場に水が多く残る条件である 0.8と仮定して、各

月ごとに蒸発量から消費水量を求めこの値に月の日数を掛け月の消費水量の合計を求める。

この値と月別降雨量との差が不足水量を現わす。結果を図４－ 17に示す。これによれば、

降雨だけによって作物に必要な水分が得られるのは３月から５月までと 12月の４か月間だ

けであり、そのほかの月では水量の不足がおきていることが分かる。

聞き取り調査によると農民は、基本的に自給自足の生活を送っており、図４－ 15で見た

ように主食のトウモロコシの収量は降雨量によって変動する。したがって、一度、旱魃が

起こるとたちまち主食が不足する事態に直面せざるを得ない。安心して暮らせるようにな

るためには降雨だけに頼らない灌漑農業の導入が必要である。また、生活必需品、例えば

煮炊きに必要な炭や薪、明かりに使用するケロシン、お茶などを手に入れるためにトマト、

ナス、キュウリなどの野菜を栽培して収入を得ているが、これらの園芸作物の収量を増や

し品質を向上させたり、より高く売れる新しい作物の導入を計るためには十分な水の手当

てが必要である。
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（3）農業生活基盤

ルヴ川の２箇所ではダルエスサラームに供給する上水道の取水が行われていて、コース

ト州ではそれを配水するパイプラインが存在する。パイプラインは幹線道路沿いに敷設さ

れ、幹線道路沿いにある村ではこのパイプラインからの配水が行われている。ただし、配

水量は十分でなく、生活水利用のみで灌漑には使用できない。また、水道も各戸に配水す

るには至らず村の広場に蛇口があるだけである。

４－２－４　環境

コースト州は３万 4,000km2（四国の 1.8倍）の面積を有し、年平均気温 28℃の熱帯気候に属す

る。海岸から内陸にかけて平原が続き、その背後は次第に高地になっている。当州にはルフィ

ジ川等の三大河川が貫流しインド洋に流入する。これらの河口にはマングローブ林が自生して

いる。州の 74％（２万 5,000km2）は森林である。当州の農業開発としては 1893年に導入されたサ

イザル麻、1940年代のカシューナッツが知られている。

（1）自然環境

ア 気候

典型的な熱帯気候であり、年平均温度は28℃、年平均雨量は 800～ 1,000mmである。海

岸地帯は高温多湿で大雨期（３月～６月、約 120日）と小雨期（10月～ 12月、約 60日）が

ある。６～９月は比較的涼しいが、12～２月は 30℃以上の暑さが続く。

イ 地勢

コースト州の地勢は、海岸地帯、高地帯及び河川低地帯の３つに大別される。海岸か

ら内陸部にかけて15～ 60kmは平原（海岸地帯、０～100ｍ）が続き、その背後は次第に高

地（高地帯、100～ 480ｍ）となっている。河川低地帯は、当州を貫流しインド洋に流入す

るワミ川、ルブ川及びルフィジ川の三大河川に発達している。これらの河川の流域や低

湿地帯にはシルトの沖積土壌があり、主な潜在的な農業地帯である。

ウ 動・植物

森林の農地転用及び燃料用薪炭（当国の燃料資源の 97％、人口の 80％が使用）により森

林資源の減少が進んでいる。例えば、ダルエスサラーム近郊の森林減退は著しく、薪炭

は 150km以上も離れた地域から運ばれている状態である（Rubhera R.A.M.Mato, 1997）。
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エ マングローブ林

コースト州には６万 6,222ha（タンザニア国の 57％）のマングローブ林がある（TCMP

Mariculture Working Group, 1998）（表４－ 18）。これらは当州の三大河川（ワミ川、ル

ブ川及びルフィジ川）の河口に自生し、そのほとんどはルフィジ川の河口に集中してい

る。したがって、これら河川の中流で園芸開発を計画するにあたり、農薬や肥料による

河川水質への影響が考えられる。同様に、海岸地帯の漁業活動もこれらのマングローブ

林と密接な関係があるので注意が必要である。

オ カシューナッツ

カシューナッツはそのほとんどが沿岸諸州（92.5％、国際農林業協力会、1992. p.37）

で栽培されている。

カ 規制区域

当州には保安林、国立公園（Saadani game Reserve、300km2、Bagamoyo県；Selous Game

Reserve、Rufiji県）などの規制区域があるが、本格調査の直接的な開発対象地域にはなっ

ていない。調査では、既存の村落が対象であり、これらは既に規制区の対象外である。

キ 土地利用形態

コースト州の 74％（２万 5,000km2）は公有地の森林及び森林保護区であり、残りは農地

11.9％、放牧地 6.4％、水域面 3.4％などからなっている。（表４－ 19、図４－ 18）

（2）社会環境

ア 土地の所有制度

土地の所有権は明確でなく、誰でも自由に使える。これが原因で、地方において農業、

林業、畜産業、動物保護部門で土地利用の競合が頻繁に起きている（Rubhera R. A.

Mato, 1997）。土地法によると、女性にも土地登記の権利は認められている。しかし、実

際に農地からの収入管理やそのほかの権利が男性世帯主にあるという慣習的・伝統的理

由により、女性が土地登記することは少ない（国際協力事業団、1997. p.243）。

イ 農村女性の処遇

タンザニア国では、農家営農は部族間で異なり多様な形態がある。農家世帯には次の

ような特徴がある。（１）一部は一夫多妻である。（２）女性の世帯主が多い。（３）婚外出

産子が多い。今回調査した４箇村でもこのような傾向が見られた。
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ウ 保険・衛生

女性の栄養不良が問題視されている。特に、農村部の女性に鉄欠乏性の貧血が多く、農

村女性の妊産婦死亡率の高さと栄養不良の関係が指摘されている（UNICEF, 1996）。

エ 部族

タンザニア国は 131の群小部族からなり、数の上で絶対的な支配力を有する巨大な部

族はない。言語上はそのほとんどがバンツー諸語に分類される。コースト州は部族構成

も在来の部族に移住してきた部族が加わっており、新しい世代では部族語を解さない者

もでてきている。調査した４村落でも、100もの部族が混在しており、差別の仕様がない

ような状況にあると考えられる（表４－ 20及び表４－ 21）。

オ 水資源の開発

コースト州は水資源に恵まれており、ワミ川、ルブ川、ルフィジ川などが貫流してい

る。しかしながら、多くの地域では降雨量の季節変化が大きく、乾期には水がほとんど

利用できない状況にある。当国の多くの住民にとり生活用水の供給は十分でなく、地方

部では、水道管による住宅までの給水はほとんどなされていない。地方部では生水を飲

用することが問題で、コレラ、腸チフス、赤痢などの水因性の病気を引き起こしている。

（Rubhera R. A. M. Mato, 1997; Sam Moyo et al., 1993）

カ 下水道

地方においては下水道の整備はされておらず、その場で地下浸透処理されている状態

である。

（3）環境影響評価の関連法規及び基準など

ア 関連法規

タンザニア国における環境影響評価の関係法規、基準は次のとおりである。国家環境

政策（1997）は、開発行為に伴う義務として環境影響評価の制度を規定している。国家環

境協議会（N E M C ）（図４－ 1 9 ）は、E I A の具体的な法手続きについて「タンザニア

EIA手続き（NEMC、1997）」に定めている。タンザニアEIA手続きの規定によれば、EIA手続

きとして次の過程があげられている（図４－ 20）。（１）登録（事業主による事業提案書の

提出。規定の様式がある。）、（２）スクリーニング、（３）影響評価、（４）検査（Reviewing）、

（５）認可決定、（６）監視（Monitoring）、（７）監査、（８）解除（Decommissioning）。
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イ 基準など

農業分野で EIA が義務づけられている事業として以下の開発行為があげられている。

（１）50ha 以上の自然又は半自然の土地を耕作する、（２）農業を目的とした水管理事業

（排水、灌漑）、（３）大規模単一作物栽培（換金作物及び食用作物）、（４）病害虫防除計画、

（５）肥料及び土壌養分管理、（６）村落共同体の移転を伴う農業事業計画、（７）作物の新

品種導入。

ウ 環境影響評価に関する協議内容

優先地区での園芸開発が事業化された場合、本件では事業主はコースト州政府であり、

EIAは事業主であるコースト州政府が行うものである。日本側はコースト州政府が行う事

業化を補助する立場にある。このような理由からコースト州政府との協議では、

EIAはコースト州政府の責任において実施することを要請した。しかし、コースト州政府

は予算上の制約からこれを実施できないので、我が方が EIAを実施するようにとの要請

があったので、この旨M/Mに記載した。また、本格調査のフェーズＩで初期環境調査（IEE）

をおこない、その後に EIA手続き（NEMC、1997）に定められた登録（事業提案書又は計画

書）を提出し、EIAが必要であればフェーズⅡでそれを実施することで双方が合意した。

４－２－ 5　土壌

コースト州の土壌は、一般に砂土、壌質砂土であり、サバンナや低木の雑木林が多く見られ

る。大きな河川の氾濫原には沖積土壌が発達し、河口の湿地帯にはマングローブ林が自生して

いる。

一般に海岸地帯はやや起伏のあるやせた赤褐色の砂質土壌である。この土壌は、土壌分類学

上は Entisolに入る。海岸地帯の砂質土壌は肥沃度が低く、栽培できる作物は限定される。ま

た、特別な土壌保全が必要となる。内陸に行くに従いローム（壌土）質が増えて、褐色の壌質砂

土（loamy sand）となる傾向がある。この壌質砂土はやや肥沃（moderately fertile）ではある

が、栽培できる作物の種類は非常に限定される地帯である。この土壌は土壌生成過程の初期に

あたる Inceptisolに分類されている。

ルブ川の氾濫原のほとんどは粘土質の土壌であり、ルフィジ川氾濫原には砂壌土（s a n d y

loam）が発達している。ただし、河口の湿地帯には黒色の粘土質の土壌が沖積されている（図４

－ 21及び図４－ 22）。
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